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●事業の種類と位置づけ

～

●事業の内容

●事業計画 （単位：千円）

国　補

防　衛

県　補

市　債

財　繰

負　担

小　山

寄　付

その他

一　般

(投資)

●業績測定指標

目標年度

H27

H27

H27

3歳児健診受診率　（％）

1歳6か月児健診受診率　（％）

H24年度末現状値

91.8

97.1

97.8

御殿場市第４次健康増進計画個別計画での位置づけ

98.0

98.0

指　　標

見直し改善の経過

※継続事業の場合に記入

こんにちは赤ちゃん事業　訪問実施率　（％）

事業内容

財
　
源
　
内
　
訳

母子手帳交付
妊婦・乳幼児健康診査
訪問指導
各種教室・相談
事後指導

事　業　費

健康診査、教室、相談、訪問指導

平成26年度 平成27年度

基本計画における

位置づけ

発育の節目を捉えて、発育・発達状況を観察するなど、適切な保健指導を行い、児の健やかな発育のための支援をする。

平成28年度

整理番号 21201-010

母子手帳交付
妊婦・乳幼児健康診査
訪問指導
各種教室・相談
事後指導

計

母子保健法に基づく事業として、妊娠中から就学前までの各種健康診査・教室・相談・訪問指導を実施してい
る。また、次世代育成支援事業として、新生児訪問を拡大し4ヶ月までの全戸訪問（こんにちは赤ちゃん事業）を
実施している。

御殿場市においては、出生数はやや減少傾向であるが、実施回数、内容においての見直しを行い、対象者に
とって、よりスムーズに受診あるいは受講できるように検討を重ねている。

母親並びに乳児、幼児

事業の背景・

住民の意向の反映

総　事　業　費

成　果

根拠法令・要綱等

政策名： 保健衛生の充実

目　的

対　象

手　段

健康診査受診率の向上、未受診者のフォロー、教室、相談、訪問指導の充実

政策名：

事 業 名

2-1-2

関連政策：

昭和40年度

政策番号：

事業期間

所　　管

母子保健事業

健康福祉部　健康推進課

母子保健法

276,00092,000 92,000 92,000

0

母子手帳交付
妊婦・乳幼児健康診査
訪問指導
各種教室・相談
事後指導

0

100

0

92,000

0

0

0

0

0

0

92,000

100

目標値

最終目標

100

276,000

0

92,000

95.0

Ｈ25年度末見込値
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●事業の種類と位置づけ

～

●事業の内容

●事業計画 （単位：千円）

国　補

防　衛

県　補

市　債

財　繰

負　担

小　山

寄　付

その他

一　般

(投資)

●業績測定指標

目標年度

H27

H27

H27

胃がん検診受診率（％）

肺がん検診受診率（％）

H24年度末現状値

83.0

12.3

44.4

個別計画での位置づけ

15.0

45.0

指　　標

見直し改善の経過

※継続事業の場合に記入

自分が健康だと思う人の割合（市民満足度調査）（％）

事業内容

財
　
源
　
内
　
訳

健康教育、健康相談、機能訓練、

訪問指導等の健康づくり推進事業

事　業　費

11,200

健康教育（集団・個別）、健康相談、各種がん・その他の検診（健診）、機能訓練、訪問指導等を実施する。

平成26年度 平成27年度

2-1-1

基本計画における

位置づけ

市民一人一人が社会参加しながら、生きがいを持って過ごせるよう、生活習慣病の予防や壮年死亡の減少及び健康寿
命（日常的に介護を必要とせず心身ともに自立した生活ができる生存期間）の延伸を目標とし、明るく活力ある社会を築
く。

平成28年度

整理番号 21203－010

健康教育、健康相談、機能訓練、

訪問指導等の健康づくり推進事業

計

高齢化が進み健康寿命の延伸に向けた健康についての関心が高まる一方、健康に関する新しい情報が入る
中、自分にあった健康習慣を得ることが難しい現状もある。

がん検診（子宮がん・乳がん・大腸がん）については、節目年齢にクーポン券を発行するなどし受診率の向上に
向けている。

市民

事業の背景・

住民の意向の反映

健康づくり活動の推進

総　事　業　費

成　果

根拠法令・要綱等

政策名： 保健衛生の充実

目　的

対　象

手　段

生活習慣病の早期発見及び早期治療による重症化予防に努めることによる医療費や介護保険費の削減。また、健康の
ための食生活の知識や運動の必要性を理解することで正しい生活習慣が身につけられる。

政策名：

事 業 名

2-1-2

関連政策：

昭和57年度

政策番号：

事業期間

所　　管

市民健康づくり事業（成人保健）

健康福祉部　健康推進課

健康増進法

468,000156,000 156,000 156,000

0

健康教育、健康相談、機能訓練、

訪問指導等の健康づくり推進事業

11,100 11,10011,100

11,200

0

85.0

0

133,700

0

33,300

0

0

33,600

0

133,700

11,200

56.0

目標値

最終目標

24.0

401,100

0

133,700

84.0

Ｈ25年度末見込値
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●事業の種類と位置づけ

～

●事業の内容

●事業計画 （単位：千円）

国　補

防　衛

県　補

市　債

財　繰

負　担

小　山

寄　付

その他

一　般

(投資)

●業績測定指標

目標年度

H29

H29

H27

御殿場市実施計画による特定保健指導実施率（％）

後期高齢者健診の受診率（％）

H24年度末現状値

42.6

27.0

49.3

第2期　御殿場市特定健康診査等実施計画個別計画での位置づけ

29.0

49.5

指　　標

見直し改善の経過

11,000 11,000

※継続事業の場合に記入

御殿場市実施計画による特定健診受診率（％）

事業内容

財
　
源
　
内
　
訳

特定健康診査・特定保健指導
（96,280千円）、電話健康相談
（2,000千円）、脳ドック等助成事
業（2,450千円）、後期高齢者健
診事業（委託）（60,185千円）

事　業　費

5,000

78,000 80,000

メタボリックシンドロームに着目した健診や保健指導、脳ドック等助成事業、電話健康相談等の実施

平成26年度 平成27年度

2-3-1

基本計画における

位置づけ

国民健康保険被保険者及び後期高齢者医療被保険者が健康で生きがいを持って過ごせるよう、メタボリックシンドロー
ムの該当者や予備群を減らすことにより、生活習慣病の予防及び重症化の防止を図る。

平成28年度

整理番号 21203-030

特定健康診査・特定保健指導
（98,790千円）、電話健康相談
（2,000千円）、脳ドック等助成事
業（2,500千円）、後期高齢者健
診事業（委託）（61,440千円）

計

医療費支出の増加が進む中、高齢者の医療の確保に関する法律により、平成20年4月から市町村国保等医療
保険者はメタボリックシンドロームに着目した特定健診や特定保健指導の実施が義務づけられた。また、75歳
以上の後期高齢者の健診についても、特定健診に準じる形で静岡県後期高齢者医療広域連合が市町に委託
して実施することになった。

平成23年度から介護保険生活機能評価を特定健診の項目から除外し、健診の効率化を図った。また、平成25
年度から特定健診受診票の作成及び封入作業を外部委託し、事務の軽減を図った。

国民健康保険被保険者及び後期高齢者医療被保険者

事業の背景・

住民の意向の反映

保険・年金制度の維持

総　事　業　費

成　果

根拠法令・要綱等

政策名： 保健衛生の充実

目　的

対　象

手　段

生活習慣病の予防及び重症化の防止により、医療費支出の伸びの軽減が図られる。

政策名：

事 業 名

2-1-2

関連政策：

平成20年度

政策番号：

事業期間

所　　管

国保・後期高齢者保健事業

生活環境部　国保年金課

高齢者の医療の確保に関する法律

483,000157,000 161,000 165,000

34,00012,000

特定健康診査・特定保健指導
（93,770千円）、電話健康相談
（2,000千円）、脳ドック等助成事
業（2,400千円）、後期高齢者健
診事業（委託）（58,930千円）

11,000 12,00011,000

6,000

0

60.0

240,000

53,000

0

34,000

0

0

17,000

0

82,000

52,000

6,000

60.0

目標値

最終目標

60.0

158,000

0

53,000

44.0

Ｈ25年度末見込値
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●事業の種類と位置づけ

～

●事業の内容

●事業計画 （単位：千円）

国　補

防　衛

県　補

市　債

財　繰

負　担

小　山

寄　付

その他

一　般

(投資)

●業績測定指標

目標年度

H27

H27

H27MR（麻しん、風しん）１期予防接種率（％） 97.6 98.0 100.0

MR（麻しん、風しん）２期予防接種率（％） 94.6 96.0 100.0

BCG（結核）接種率（％） 98.4 99.0 100.0

0

指　　標
※継続事業の場合に記入 最終目標

H24年度末現状値 Ｈ25年度末見込値 目標値

100,000 100,000 100,000 300,000

169,000 169,000 169,000 507,000

0

0

0

0

0

0財
　
源
　
内
　
訳

0

0

事業内容 感染症　14種 感染症　14種 感染症　14種

事　業　費 269,000 269,000 269,000 807,000

見直し改善の経過

個別接種への移行、接種期間などを検討中である。日本脳炎予防接種は高校１年生相当年齢に到達した未接
種者へ順次個別通知をし接種を実施していく。生ポリオの不活化ワクチンへの切り替えにあたっては集団接種か
ら個別接種となるため、円滑に接種できるよう医師会と調整し医療機関への説明会を実施した。

総　事　業　費

平成26年度 平成27年度 平成28年度 計

手　段
A類疾病（麻しん、風しん、日本脳炎、ジフテリア、百日せき、破傷風、急性灰白髄炎（ポリオ）、結核、子宮頸がん、ヒブ、
小児用肺炎球菌）の集団及び個別接種。接種費用は全額公費負担

成　果 感染症発生が抑制される。

事業の背景・

住民の意向の反映

予防接種法に定められた11種の疾病に対し、予防接種を個別・集団で実施している。経口生ポリオはごくまれで
あるが、接種後手足などに麻痺を起こす場合があるため、平成24年9月から不活化ワクチンへの切り替わることと
なり、このことにより保健センターでの集団接種から実施医療機関による個別接種に切り替わる。現在任意の予
防接種である水痘、おたふくかぜ、Ｂ型肝炎が定期の予防接種として今後法定化する見込みである。

個別計画での位置づけ 御殿場市第4次健康増進計画

目　的
感染症（麻しん、風しん、日本脳炎、ジフテリア、百日せき、破傷風、急性灰白髄炎（ポリオ）、結核、子宮頸がん、ヒブ、小
児用肺炎球菌）の罹患及び重症化の防止。

対　象 乳幼児～児童生徒

基本計画における

位置づけ

政策番号： 2-1-2 政策名： 保健衛生の充実

関連政策： 政策名：

事業期間 昭和24年度 根拠法令・要綱等 予防接種法

事 業 名 感染症予防事業（予防接種事業・結核予防事業）
整理番号 21208-010

所　　管 健康福祉部　健康推進課
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●事業の種類と位置づけ

～

●事業の内容

●事業計画 （単位：千円）

国　補

防　衛

県　補

市　債

財　繰

負　担

小　山

寄　付

その他

一　般

(投資)

●業績測定指標

目標年度

H27

H27

肺炎球菌ワクチン接種者数（人） 256 600 600

インフルエンザワクチン接種者数（人） 10,918 11,500 12,000

0

指　　標
※継続事業の場合に記入 最終目標

H24年度末現状値 Ｈ25年度末見込値 目標値

0

32,900 32,900 32,900 98,700

0

0

0

12,100 12,100 12,100 36,300

0

0財
　
源
　
内
　
訳

0

0

事業内容
インフルエンザ
肺炎球菌ワクチン接種

インフルエンザ
肺炎球菌ワクチン接種

インフルエンザ
肺炎球菌ワクチン接種

事　業　費 45,000 45,000 45,000 135,000

見直し改善の経過

高齢者インフルエンザの接種期間を10月中旬から12月末までを終期延長し1月末までとし、接種機会の拡大を
図った。肺炎球菌予防接種については、周知方法や申請書の提出先を保健センターだけでなく各支所及び駅前
サービスセンターに提出できるよう見直した。

総　事　業　費

平成26年度 平成27年度 平成28年度 計

手　段
高齢者インフルエンザ予防接種　個別接種　自己負担1,000円、任意の予防接種である高齢者肺炎球菌予防接種（個別
接種）　自己負担　4,200円

成　果 高齢者のインフルエンザと肺炎の発病及び重症化を防止する。

事業の背景・

住民の意向の反映

インフルエンザの発病予防、重症化予防に効果を上げているため市民からの要望が高い。肺炎球菌性による肺
炎は、成人肺炎の25～40％を占め、特に高齢者での重篤化が問題になっている。

個別計画での位置づけ 御殿場市第4次健康増進計画

目　的
高齢者にインフルエンザ予防接種を実施することにより、インフルエンザの罹患及び重症化の防止を図る。また、高齢者
がかかりやすい肺炎球菌による肺炎の発病及び重症化を防止する。

対　象
高齢者インフルエンザ予防接種は65歳以上あるいは60歳以上65歳未満であって厚生労働省令で定めた心臓、腎臓、呼
吸器等が障害1級相当である市民。高齢者肺炎球菌は70歳以上の市民。

基本計画における

位置づけ

政策番号： 2-1-2 政策名： 保健衛生の充実

関連政策： 政策名：

事業期間 平成22年度 根拠法令・要綱等 予防接種法

事 業 名 感染症予防事業(高齢者予防接種事業）
整理番号 21208-020

所　　管 健康福祉部　健康推進課
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●事業の種類と位置づけ

～

●事業の内容

●事業計画 （単位：千円）

国　補

防　衛

県　補

市　債

財　繰

負　担

小　山

寄　付

その他

一　般

(投資)

●業績測定指標

目標年度

H27

H27

目標値

最終目標

10

36,000

0

12,000

12,000

Ｈ25年度末見込値

12,000

0

0

0

0

0

0

0

14,000

0

12,000

御殿場市医師会との協議書

36,00012,000 12,000 12,000

0

小児科専用ベッドの確保、小児
医療相談、小児・産科医療、心
疾患、多発外傷等に対する二
次・三次医療体制の確保

事 業 名

2-1-3

関連政策：

平成5年度

政策番号：

事業期間

所　　管

小児医療等対策事業

健康福祉部　救急医療課

成　果

根拠法令・要綱等

政策名： 医療の充実

目　的

対　象

手　段

小児科医師や小児科専用ベッドの確保、小児医療相談等の対応が図られ、また、小児・産科医療、心疾患、多発外傷等
に対する二次・三次救急医療体制が確保されている。

政策名：

整理番号 21301-010

小児科専用ベッドの確保、小児
医療相談、小児・産科医療、心
疾患、多発外傷等に対する二
次・三次医療体制の確保

計

小児科の入院施設のある医療機関は、市内では富士病院のみであり、小児医療対策の必要性が叫ばれてい
る。また、全国的な医師不足や限られた医療資源の中で、広域における医療機関相互の連携を図り、受入体制
を確保していくことが必要である。

小児科を含む高度医療機関

事業の背景・

住民の意向の反映

総　事　業　費

御殿場市医師会を通じて、体制維持のための経費を助成する。

平成26年度 平成27年度

基本計画における

位置づけ

小児医療を始め、重篤患者等の対応を含めた広域的な救急医療体制を構築する。

平成28年度

事業内容

財
　
源
　
内
　
訳

小児科専用ベッドの確保、小児
医療相談、小児・産科医療、心
疾患、多発外傷等に対する二
次・三次医療体制の確保

事　業　費

個別計画での位置づけ

6

指　　標

見直し改善の経過

※継続事業の場合に記入

富士病院小児科患者数（人）外来、入院、相談

富士病院小児科ベッド数（床）

H24年度末現状値

11,844

6
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●事業の種類と位置づけ

～

●事業の内容

●事業計画 （単位：千円）

国　補

防　衛

県　補

市　債

財　繰

負　担

小　山

寄　付

その他

一　般

(投資)

●業績測定指標

目標年度

H27

目標値

最終目標

22,299

0

7,824

600

Ｈ25年度末見込値

6,651

2,176

0

16,500

0

0

0

6,2012,176

0

700

0

7,824

5,000 5,0006,500

御殿場市医師会との協議

45,00015,000 15,000 15,000

0

医療機器整備事業費
（フジ虎ノ門病院）

事 業 名

2-1-3

関連政策：

平成11年度

政策番号：

事業期間

所　　管

第二次救急医療施設医療機器整備事業

健康福祉部　救急医療課

成　果

根拠法令・要綱等

政策名： 医療の充実

目　的

対　象

手　段

二次救急医療機関７施設の医療機器の充実を図ることにより、患者の肉体的、精神的負担が軽減され、救命率の向上に
つながる。

政策名：

整理番号 21302-010

医療機器整備事業費
（御殿場石川病院）

計

医療機器をはじめ医療技術の進歩は著しく、市が指定する二次救急医療機関として、高度医療に対応するため
の医療機器等を整備していく必要がある。

二次救急医療機関7施設

事業の背景・

住民の意向の反映

総　事　業　費

御殿場市医師会を通じて、医療機器を整備するための経費を助成する。

平成26年度 平成27年度

基本計画における

位置づけ

病院群輪番制病院（二次救急医療施設）として、高度な診療を可能にしていくための一助とする。

平成28年度

事業内容

財
　
源
　
内
　
訳

医療機器整備事業費
（東部病院）

事　業　費

1,849

個別計画での位置づけ

指　　標

見直し改善の経過

※継続事業の場合に記入

第二次救急医療施設への転送患者数（人）

H24年度末現状値

557
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●事業の種類と位置づけ

～

●事業の内容

●事業計画 （単位：千円）

国　補

防　衛

県　補

市　債

財　繰

負　担

小　山

寄　付

その他

一　般

(投資)

●業績測定指標

目標年度

H27

H27転送患者数(人）

H24年度末現状値

834

557

個別計画での位置づけ

600

指　　標

見直し改善の経過

※継続事業の場合に記入

受入待機回数（回）

事業内容

財
　
源
　
内
　
訳

二次救急医療施設７施設　三次
救急医療施設9施設の救急業務
に対する協力を促進するための
交付金

事　業　費

9,572

御殿場市医師会を通じて、体制維持のための経費を助成する。

平成26年度 平成27年度

基本計画における

位置づけ

夜間及び休日における二次・三次の救急医療業務に対する民間医療機関の協力を促進する。

平成28年度

整理番号 21302-020

二次救急医療施設７施設　三次
救急医療施設9施設の救急業務
に対する協力を促進するための
交付金

計

市民病院など、救急医療や高度医療の中核となる医療機関がない現状では、周辺地域や広域による民間医療
機関と連携し、救急医療体制の充実を図ることが必要不可欠である。

二次救急医療機関７施設・三次救急医療機関９施設

事業の背景・

住民の意向の反映

総　事　業　費

成　果

根拠法令・要綱等

政策名： 医療の充実

目　的

対　象

手　段

一次救急医療施設である御殿場市救急医療センターから、専門的な検査や入院が必要な患者を、二次・三次医療機関
へスムーズに転送することができる。

政策名：

事 業 名

2-1-3

関連政策：

昭和54年度

政策番号：

事業期間

所　　管

第二次救急医療施設運営事業

健康福祉部　救急医療課

御殿場市医師会との協定書

132,00044,000 44,000 44,000

0

二次救急医療施設７施設　三次
救急医療施設9施設の救急業務
に対する協力を促進するための
交付金

9,572

0

840

0

34,428

0

0

0

0

0

28,716

34,428

9,572

目標値

最終目標

700

103,284

0

34,428

850

Ｈ25年度末見込値
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●事業の種類と位置づけ

～

●事業の内容

●事業計画 （単位：千円）

国　補

防　衛

県　補

市　債

財　繰

負　担

小　山

寄　付

その他

一　般

(投資)

●業績測定指標

目標年度

H26

H24年度末現状値

0

個別計画での位置づけ

指　　標

見直し改善の経過

※継続事業の場合に記入

事業進捗率（％）

事業内容

財
　
源
　
内
　
訳

事　業　費

静岡県の3次医療圏再生推進事業費補助金交付制度を利用して、病院群輪番制病院施設整備を実施する病院の開設者
に対し、市の補助金交付要綱に基づき補助金を交付する。

平成26年度 平成27年度

基本計画における

位置づけ

適切な医療サービスを市民に提供できるよう、市が指定した病院群輪番制病院の施設整備を推進する。

平成28年度

整理番号 21302-030

計

病院群輪番制病院の受入病棟老朽化に伴う施設整備により、市における輪番医療体制の充実を図ることが必要
不可欠である。

市が指定した病院群輪番制病院

事業の背景・

住民の意向の反映

総　事　業　費

成　果

根拠法令・要綱等

政策名： 医療の充実

目　的

対　象

手　段

病院群輪番制病院として、休日及び夜間の重篤患者に対する医療体制の維持及び強化に資する。

政策名：

事 業 名

2-1-3

関連政策：

平成25年度

政策番号：

事業期間

所　　管

病院群輪番制病院施設整備事業

健康福祉部　救急医療課

御殿場市病院群輪番制病院施設整備事業費補助金交付要綱

73,00073,000

0

病院群輪番制病院施設整備事業
に対する補助金交付

0

100

0

0

0

0

0

0

0

73,000

目標値

最終目標

73,000

0

10

Ｈ25年度末見込値
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●事業の種類と位置づけ

～

●事業の内容

●事業計画 （単位：千円）

国　補

防　衛

県　補

市　債

財　繰

負　担

小　山

寄　付

その他

一　般

(投資)

●業績測定指標

目標年度

H27

H24年度末現状値

6

個別計画での位置づけ

指　　標

見直し改善の経過

※継続事業の場合に記入

医療機関選定に30分以上かかった搬送件数

事業内容

財
　
源
　
内
　
訳

広域救急医療体制構築事業に
対する負担金

事　業　費

駿東地区ドクターバンク設置による専門医の確保と広域救急医療情報システムの導入により、７市町間の救急隊と救急
担当医療機関との情報共有化を図る。

平成26年度 平成27年度

基本計画における

位置づけ

救急隊から医療機関へ救急患者に関する情報を効率的に伝達するとともに、専門医の待機状況を含む、情報を相互に共
有することにより、効果的な救急医療の実現に寄与することを目指す。

平成28年度

整理番号 21302-040

広域救急医療体制構築事業に
対する負担金

計

近隣市町と情報の共有化により、救急重篤患者を救える確率がより高くなることから、市民医療サービスの拡充
となる。

御殿場市、沼津市、裾野市、清水町、長泉町、三島市、小山町の７市町

事業の背景・

住民の意向の反映

総　事　業　費

成　果

根拠法令・要綱等

政策名： 医療の充実

目　的

対　象

手　段

広域救急医療情報システム活用により、救急隊から救急担当医療機関への患者情報や専門医待機状況の把握などの
効率的な伝達と情報の共有化により、円滑な救急搬送が行える。

政策名：

事 業 名

2-1-3

関連政策：

平成26年度

政策番号：

事業期間

所　　管

広域救急医療体制構築事業

健康福祉部　救急医療課

沼津市医師会との協定書

24,0008,000 8,000 8,000

0

広域救急医療体制構築事業に
対する負担金

0

0

0

8,000

0

0

0

0

0

0

8,000

目標値

最終目標

24,000

0

8,000

6

Ｈ25年度末見込値
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●事業の種類と位置づけ

～

●事業の内容

●事業計画 （単位：千円）

国　補

防　衛

県　補

市　債

財　繰

負　担

小　山

寄　付

その他

一　般

(投資)

●業績測定指標

目標年度

H27

H24年度末現状値

64.3

個別計画での位置づけ

指　　標

見直し改善の経過

※継続事業の場合に記入

卒業看護師の市内就業率（％）

事業内容

財
　
源
　
内
　
訳

看護学校の運営費補助金を交付

事　業　費

4,654

健全な運営のための経費を補助する。

平成26年度 平成27年度

基本計画における

位置づけ

看護学校の経営の安定や学習環境の整備を図り、市内の病院等の看護師の充実に寄与する。

平成28年度

整理番号 21304-010

看護学校の運営費補助金を交付

計

看護師の人材不足は深刻な問題であり、中小の医療機関にとっては特に厳しい状況の中で、看護学校が果たす
役割は大きい。

御殿場看護学校

事業の背景・

住民の意向の反映

総　事　業　費

成　果

根拠法令・要綱等

政策名： 医療の充実

目　的

対　象

手　段

看護学校が健全に運営されることにより、看護師が充足され、安心な医療や保健事業を提供することができる。

政策名：

事 業 名

2-1-3

関連政策：

平成7年度

政策番号：

事業期間

所　　管

看護学校運営費補助事業

健康福祉部　救急医療課

御殿場市御殿場看護学校運営費補助金交付要綱

75,00025,000 25,000 25,000

0

看護学校の運営費補助金を交付

4,654

0

75.0

0

20,346

0

0

0

0

0

13,962

20,346

4,654

目標値

最終目標

61,038

0

20,346

75.0

Ｈ25年度末見込値
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●事業の種類と位置づけ

～

●事業の内容

●事業計画 （単位：千円）

国　補

防　衛

県　補

市　債

財　繰

負　担

小　山

寄　付

その他

一　般

(投資)

●業績測定指標

目標年度

H27

H24年度末現状値

個別計画での位置づけ

指　　標

見直し改善の経過

※継続事業の場合に記入

事業進捗率（％）

事業内容

財
　
源
　
内
　
訳

策定懇話会での意見聴取、策定
委員会での検討（意見集約、計
画素案の作成委託、印刷製本）

事　業　費

社会福祉協議会で策定する第4次地域福祉活動計画と合本で策定する予定であり、平成26年度に市民アンケート調査や各地区で

のワークショップなどを実施し、平成27年度に市民及び福祉関係機関の代表等で構成する懇話会で意見を聴取、併せて関係各課

の職員による策定委員会を設置して検討するとともに、コンサルタント会社に委託し、専門家のアドバイスを受ける。

平成26年度 平成27年度

基本計画における

位置づけ

地域福祉計画は社会福祉法第107条の規定に基づき、地域住民が主体的にかかわる地域福祉の推進を図ることを目的に
策定するものであり、第2次計画の期間が平成27年度で終了するのに伴い、第3次地域福祉計画（平成28年度～平成32
年度）を策定する。

平成28年度

整理番号 22103-010

計

現行の地域福祉計画策定から5年が経過しようとしているところで、各事業の進捗状況等を踏まえ著しく変化して
いる社会情勢に対応できるよう計画の見直しを図る時期を迎えた。市民アンケート調査や各地区のワークショップ
での住民の意向や懇話会において聴取した福祉関係団体等の意見を重要視した住民主体の計画を策定する。

市民

事業の背景・

住民の意向の反映

総　事　業　費 2,000

成　果

根拠法令・要綱等

政策名： 地域福祉の体制づくり

目　的

対　象

手　段

現行地域福祉計画策定時からの福祉を取り巻く社会情勢の著しい変化に対応するため、第3次地域福祉計画を策定するこ
とにより、市民、福祉団体及び行政等が協働し、地域福祉のより一層の推進を図る。

政策名：

事 業 名

2-2-1

関連政策：

平成26年度 平成27年度

政策番号：

事業期間

所　　管

第3次御殿場市地域福祉計画策定事業

健康福祉部　社会福祉課

社会福祉法

2,0001,000 1,000

0

市民アンケート、各地区でのワー
クショップでの意見聴取、各事業
の進捗状況把握（現状分析）

0

100

0

1,000

0

0

0

0

0

0

1,000

目標値

最終目標

2,000

0

0

Ｈ25年度末見込値
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●事業の種類と位置づけ

～

●事業の内容

●事業計画 （単位：千円）

国　補

防　衛

県　補

市　債

財　繰

負　担

小　山

寄　付

その他

一　般

(投資)

●業績測定指標

目標年度

H29

H29

目標値

最終目標

100

1,000

0

1,000

Ｈ25年度末見込値

0

0

0

0

0

0

0

0

9

0

0

児童福祉の充実

1,0000 0 1,000

0

調査・研究（説明会、視察、ア
ンケート調査）

事 業 名

2-2-2

関連政策：

平成22年度

政策番号：

事業期間

所　　管

公立保育園保育サービス評価事業

健康福祉部　子ども保育課

成　果

根拠法令・要綱等

政策名： 子育て支援の充実

目　的

対　象

手　段

保育サービス等の内容を客観的に評価、公表することにより、保育の質の向上に向けた取組や情報提供を行うこと
ができる。

政策名：

整理番号 22201-010

評価委員の選任、評価の実行、
結果の取りまとめ・分析・公表

計

ますます多様化、複雑化する、家庭や地域からのニーズに応え、信頼ある保育を実施していくためには、客
観的な評価を受け、結果を分析しながら、事業や運営の見直し、改善を図っていくことが必要である。

公立保育園９園

事業の背景・

住民の意向の反映

総　事　業　費

保育士や保護者以外の第三者が、保育園の事業や運営状況について評価し、結果をまとめ公表する。

平成26年度 平成27年度

基本計画における

位置づけ

次世代を担う子どもの健全な保育と、家庭や地域社会からの信頼に応えるため、保育園の事業や運営状況等につ
いて第三者から評価を受け、常に点検及び改善をしていく。

平成28年度

事業内容

財
　
源
　
内
　
訳

調査・研究（説明会、視察、ア
ンケート調査）

事　業　費

御殿場市次世代育成支援対策行動計画個別計画での位置づけ

指　　標

見直し改善の経過

※継続事業の場合に記入

保育サービス評価導入園数（園）

保護者アンケートの回収率（％）

H24年度末現状値
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●事業の種類と位置づけ

～

●事業の内容

●事業計画 （単位：千円）

国　補

防　衛

県　補

市　債

財　繰

負　担

小　山

寄　付

その他

一　般

(投資)

●業績測定指標

目標年度

H27

H27延べ利用件数（件）

H24年度末現状値

770

2,662

次世代育成支援対策行動計画（後期計画）個別計画での位置づけ

2,800

指　　標

見直し改善の経過

2,000 2,000

※継続事業の場合に記入

会員数（人）

事業内容

財
　
源
　
内
　
訳

委託会員の要望により、アドバ
イザーが受託会員を選定し、援
助活動を実施

事　業　費

400

活動範囲の拡大に伴い、センターの運営にかかわるサブリーダーを増員し、事業の円滑な運営を図る。また、1時間の受
託単価は600円で会員相互で支払いを行っているが、静岡県の最低賃金より低い単価であるため、預かってくれる会員も
少ないので、最低賃金との差額を補助金として支払う。

平成26年度 平成27年度

基本計画における

位置づけ

子育て世代の就労を支援するとともに、会員相互のネットワークを通して安心して子育てができる環境づくりを目的とする。

平成28年度

整理番号 22202-010

委託会員の要望により、アドバ
イザーが受託会員を選定し、援
助活動を実施

計

平成8年8月、県から設立の依頼があり、翌年5月、保育園保護者に利用希望調査を実施し、40％程度の利用希
望者があった。平成10年度から事業実施。市民要望は高いが近年は受託会員が限られてきた。

平成22年度から病児保育や夜間保育等ファミリー・サポート・センター事業の見直しの必要性から事務局を子ども家庭セ

ンターから子育て支援課に戻した。平成22年10月受託会員の確保と住民サービスの向上を図るため、小山町と共同で事

業を実施。養成講座の内容充実を図り、25年度から24単位の講座とした。

御殿場市及び小山町在住の小学生までの児童を有する保護者

事業の背景・

住民の意向の反映

総　事　業　費

成　果

根拠法令・要綱等

政策名： 子育て支援の充実

目　的

対　象

手　段

保護者が安心して、働きながら子育てができる。

政策名：

事 業 名

2-2-2

関連政策：

平成10年度

政策番号：

事業期間

所　　管

ファミリー・サポート・センター事業

健康福祉部　子育て支援課

ごてんば・おやまファミリー・サポート・センター事業実施要綱

12,0004,000 4,000 4,000

6,0002,000

委託会員の要望により、アドバ
イザーが受託会員を選定し、援
助活動を実施

400

0

900

0

1,600

0

0

0

0

0

1,200

1,600

400

目標値

最終目標

3,000

4,800

0

1,600

780

Ｈ25年度末見込値

 



73 

 

●事業の種類と位置づけ

～

●事業の内容

●事業計画 （単位：千円）

国　補

防　衛

県　補

市　債

財　繰

負　担

小　山

寄　付

その他

一　般

(投資)

●業績測定指標

目標年度

H27

H27相談件数（件）

H24年度末現状値

84,348

1,284

御殿場市次世代育成支援対策行動計画個別計画での位置づけ

1,600

指　　標

見直し改善の経過

※継続事業の場合に記入

講座等への参加者数（人）

事業内容

財
　
源
　
内
　
訳

公立9園、私立9園、子ども家庭
センターで開設
・一般型9
・その他10箇所

事　業　費

240 240

交流センター（子ども家庭センター）及び私立8園に保育士を配置し、支援センターを開設。また、他の公私立保育園にお
いても、相談業務や講座等を実施している。

平成26年度 平成27年度

5-3-1

基本計画における

位置づけ

子育て中の親子が気軽に集い、育児に対する不安や悩みを身近に相談し、仲間づくりを行いながら、子育ての楽しみを
広げる。

平成28年度

整理番号 22203-010

公立9園、私立9園、子ども家庭
センターで開設
・一般型9
・その他10箇所

計

少子化、核家族化、女性の社会進出など、生活スタイルの変化により家庭教育機能が低下しつつある中で、地
域における子育て支援の中核施設として、保育園の機能が必要となってきた。

保育園舎の改築等に合わせ、センターの開設場所や機能の拡大に努めてきた。

就学前の未就園児及びその保護者

事業の背景・

住民の意向の反映

少子化への対応

総　事　業　費

成　果

根拠法令・要綱等

政策名： 子育て支援の充実

目　的

対　象

手　段

育児者のニーズを踏まえた支援活動を行うことにより、健全な家庭を築き、健全な子どもを育てる。

政策名：

事 業 名

2-2-2

関連政策：

平成10年度

政策番号：

事業期間

所　　管

地域子育て支援センター事業

健康福祉部　子ども保育課　子ども家庭センター

安心こども基金管理運営要領

210,00070,000 70,000 70,000

0

公立9園、私立9園、子ども家庭
センターで開設
・一般型9
・その他10箇所

34,740 34,74034,740

0

84,000

720

35,020

0

104,220

0

0

0

0

240

35,020

目標値

最終目標

1,800

105,060

0

35,020

82,000

Ｈ25年度末見込値
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●事業の種類と位置づけ

～

●事業の内容

●事業計画 （単位：千円）

国　補

防　衛

県　補

市　債

財　繰

負　担

小　山

寄　付

その他

一　般

(投資)

●業績測定指標

目標年度

H26

目標値

最終目標

10,500

10,500

0

-

Ｈ25年度末見込値

10,500

10,500

0

0

0

10,500

0

0

0

100

0

0

10,500

21,00021,000

0

暖房設備整備

事 業 名

2-2-2

関連政策：

平成26年度 平成26年度

政策番号：

事業期間

所　　管

玉穂第２保育園暖房設備整備事業

健康福祉部　子ども保育課

20,000

成　果

根拠法令・要綱等

政策名： 子育て支援の充実

目　的

対　象

手　段

各保育室及び遊戯室の暖房設備を更新することで、円滑な保育の実施に必要な施設整備ができる。

政策名：

整理番号 22204-010

計

園舎建設当時に設置したボイラー設備が老朽化したため、遊戯室の暖房が利かない状態である。3歳以上児は
遊戯室で午睡をするが、冬季は寒さが厳しく午睡場所として適切でない環境になっている。また、床暖房の温度
設定が全館同じのため、歳児毎の発育状況や保育内容に細かく対応できない。

玉穂第2保育園

事業の背景・

住民の意向の反映

総　事　業　費

玉穂財産区繰入金（率50％）により、暖房設備整備を行う。
各保育室ごとに温度設定ができる床暖房・ＦＦ式暖房機の設置による保育環境の向上を図る。

平成26年度 平成27年度

基本計画における

位置づけ

昭和55年の園舎建設当時に設置した暖房設備が老朽化し、保育に必要な暖房の確保が難しくなっているため、これを解
消するため、暖房設備を更新する。

平成28年度

事業内容

財
　
源
　
内
　
訳

事　業　費

個別計画での位置づけ

指　　標

見直し改善の経過

※継続事業の場合に記入

事業進捗率（％）

H24年度末現状値

-
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●事業の種類と位置づけ

～

●事業の内容

●事業計画 （単位：千円）

国　補

防　衛

県　補

市　債

財　繰

負　担

小　山

寄　付

その他

一　般

(投資)

●業績測定指標

目標年度

H30

目標値

最終目標

1,000

1,000

1,000

1,000

Ｈ25年度末見込値

0

0

0

4,000

5,000

0

0

5,000

0

100

0

0

4,000

10,00010,000

0

事 業 名

2-2-2

関連政策：

平成28年度 平成30年度

政策番号：

事業期間

所　　管

原里第２保育園グラウンド等整備事業

健康福祉部　子ども保育課

100,000

成　果

根拠法令・要綱等

政策名： 子育て支援の充実

目　的

対　象

手　段

調整池を隣接地に整備し、グラウンドから調整池機能を外すことで、グラウンド本来の機能を取り戻し、円滑な保育の実施
に必要な施設整備ができる。

政策名：

整理番号 22204-020

設計業務委託

計

グラウンドに勾配があるため、園庭に立つと違和感があり気分が悪くなる等の苦情があった。
平成20年度に購入済で未使用の隣接地を活用したい。

原里第2保育園

事業の背景・

住民の意向の反映

総　事　業　費

原里財産区繰入金（率50％）により、調整池・グラウンド整備等を行う。
園庭隣接地に調整池整備（約600㎥）を整備するとともに、グラウンド整備（勾配の解消）、プール・屋外トイレ整備を実施
する。

平成26年度 平成27年度

基本計画における

位置づけ

原里第2保育園のグラウンドは調整池兼用のため勾配があり、また降雨時にはグラウンドに雨水が貯まる。調整池を別に
設置し、円滑な保育の実施のためにグラウンドを整備する。

平成28年度

事業内容

財
　
源
　
内
　
訳

事　業　費

個別計画での位置づけ

指　　標

見直し改善の経過

※継続事業の場合に記入

事業進捗率（％）

H24年度末現状値
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●事業の種類と位置づけ

～

●事業の内容

●事業計画 （単位：千円）

国　補

防　衛

県　補

市　債

財　繰

負　担

小　山

寄　付

その他

一　般

(投資)

●業績測定指標

目標年度

H26

目標値

最終目標

800

800

0

95

Ｈ25年度末見込値

800

800

0

0

0

15,200

0

0

0

100

0

0

15,200

16,00016,000

0

旧園舎解体工事

事 業 名

2-2-2

関連政策：

平成22年度 平成26年度

政策番号：

事業期間

所　　管

印野保育園園舎改築事業

健康福祉部　子ども保育課

675,000

成　果

根拠法令・要綱等

政策名： 子育て支援の充実

目　的

対　象

手　段

ゆとりある保育の場と安全な施設が整備されることにより、子どもたちが健やかに成長するための環境が育まれる。

政策名：

整理番号 22204-040

計

平成21年度御殿場市印野地区内施設全体構想に基づき移転改築を行う。

平成22・23年度に検討委員会により保育園整備の基本的な方針を検討し印野保育園基本計画を策定した。

印野保育園園舎

事業の背景・

住民の意向の反映

地震対策の推進

総　事　業　費

既設園舎の全部を移転改築する。また、地元からの要望を元に、認定子ども園としての検討を行う。

平成26年度 平成27年度

2-5-2

基本計画における

位置づけ

防災対策や園舎の機能、施設周辺環境等を考慮し、子どもたちの健全育成を支援するため、園舎を移転改築する。

平成28年度

事業内容

財
　
源
　
内
　
訳

事　業　費

御殿場市有公共建築物耐震化実施計画個別計画での位置づけ

指　　標

見直し改善の経過

※継続事業の場合に記入

事業進捗率（％）

H24年度末現状値

72
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●事業の種類と位置づけ

～

●事業の内容

●事業計画 （単位：千円）

国　補

防　衛

県　補

市　債

財　繰

負　担

小　山

寄　付

その他

一　般

(投資)

●業績測定指標

目標年度

H26

目標値

最終目標

6,000

0

1,000

0

Ｈ25年度末見込値

4,000

0

0

0

0

0

0

0

100

0

1,000

子ども・子育て支援法　外

6,0004,000 1,000 1,000

0

「子ども・子育て支援事業計画」

策定

「子ども・子育て会議」設置・開催

事 業 名

2-2-2

関連政策：

平成25年度

政策番号：

事業期間

所　　管

子ども・子育て支援事業計画策定事業

健康福祉部　子ども保育課

成　果

根拠法令・要綱等

政策名： 子育て支援の充実

目　的

対　象

手　段

こども・子育て関連3法に基づく施策に対応するとともに、ニーズ調査等を踏まえた事業計画を策定することでより効果的な
子育て支援事業の展開ができる。

政策名：

整理番号 22204-080

「子ども・子育て会議」開催

　（進捗状況・需給調整審査）

計

平成24年8月22日に公布された「子ども・子育て支援法」「就学前の子供に関する教育、保育等の総合的な提供
の推進に関する法律の一部を改正する法律」「子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等
の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律」により支援事業計画の策定義務が規定された。

市民、事業主（雇用者）、教育・保育施設（認定子ども園・幼稚園・保育所）

事業の背景・

住民の意向の反映

総　事　業　費

・基本指針に即した5年を1期とする「子ども・子育て支援事業計画」を策定する。
・計画策定のためのニーズ調査の実施。
・当事者等の意見の反映・地域の実情を踏まえた「子ども・子育て会議」の設置。

平成26年度 平成27年度

基本計画における

位置づけ

子ども・子育て関連3法の施行に伴い、策定が義務付けられた「市町村子ども・子育て支援事業計画」を策定し、教育・保
育及び地域子ども・子育て支援事業の提供体制の確保その他子ども・子育て関連3法に基づく業務の円滑な実施を図る。

平成28年度

事業内容

財
　
源
　
内
　
訳

「子ども・子育て会議」開催

　（進捗状況・需給調整審査）

事　業　費

個別計画での位置づけ

指　　標

見直し改善の経過

※継続事業の場合に記入

事業進捗率（％）

H24年度末現状値
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●事業の種類と位置づけ

～

●事業の内容

●事業計画 （単位：千円）

国　補

防　衛

県　補

市　債

財　繰

負　担

小　山

寄　付

その他

一　般

(投資)

●業績測定指標

目標年度

H27

H24年度末現状値

1.86

次世代育成支援対策行動計画（後期計画）個別計画での位置づけ

指　　標

見直し改善の経過

※継続事業の場合に記入

児童１人当たりの有効面積（㎡）

事業内容

財
　
源
　
内
　
訳

10校区13放課後児童教室の維持
管理及び放課後児童育成会に要
する経費及び放課後児童教室を
実施する民間保育所への助成に
要する経費

事　業　費

1小学校区に１放課後児童教室を設置し、公設民営方式による運営を行う。

平成26年度 平成27年度

基本計画における

位置づけ

放課後、保護者のいない家庭等の小学校低学年児童に対し、適切な遊びの場、生活の場を与えて児童の健全な育成を
図る。

平成28年度

整理番号 22205-010

10校区13放課後児童教室の維持
管理及び放課後児童育成会に要
する経費及び放課後児童教室を
実施する民間保育所への助成に
要する経費

計

保護者の要望により開設され、現在にいたっている。経済状況の悪化により、就労する保護者が増え、放課後
児童教室の需要は大きくなる一方である。

平成20年度から、指導員の福利厚生の向上を図り育成会役員（保護者）の負担軽減を図るため、連絡協議会
事務局で任免手続き等を行うこととした。また、大規模教室の解消のため、近隣空き施設等を借用し実施する。

放課後、保護者のいない概ね小学校1年生から3年生までの児童

事業の背景・

住民の意向の反映

総　事　業　費

成　果

根拠法令・要綱等

政策名： 子育て支援の充実

目　的

対　象

手　段

保護者にとっては、子どもを安心して預けることができ、児童にとっては同年齢異年齢児童との交流が深まり、子育てし
やすい環境が整備できる。

政策名：

事 業 名

2-2-2

関連政策：

平成13年度

政策番号：

事業期間

所　　管

放課後児童健全育成事業

健康福祉部　子育て支援課

児童福祉法・御殿場市放課後児童健全育成事業実施要綱

279,00093,000 93,000 93,000

0

10校区13放課後児童教室の維持
管理及び放課後児童育成会に要
する経費及び放課後児童教室を
実施する民間保育所への助成に
要する経費

47,000 47,00047,000

0

1.65

0

46,000

0

141,000

0

0

0

0

46,000

目標値

最終目標

138,000

0

46,000

1.74

Ｈ25年度末見込値
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●事業の種類と位置づけ

～

●事業の内容

●事業計画 （単位：千円）

国　補

防　衛

県　補

市　債

財　繰

負　担

小　山

寄　付

その他

一　般

(投資)

●業績測定指標

目標年度

H26

H26児童１人当たりの教室有効面積（㎡）

H24年度末現状値

2.30

印野地区内施設全体構想個別計画での位置づけ

2.30

指　　標

見直し改善の経過

7,168

※継続事業の場合に記入

事業進捗率（％）

事業内容

財
　
源
　
内
　
訳

事　業　費

既存放課後児童教室の全部を改築する。

平成26年度 平成27年度

基本計画における

位置づけ

防災対策や教室の機能、施設周辺環境等を考慮し、放課後留守家庭となる小学校低学年の児童の健全育成を支援する
ため、放課後児童教室を改築する。

平成28年度

整理番号 22205-020

計

印野地区内公共施設の耐震化に係る全体計画の見直しを図る中で、手狭で老朽化した現施設を小学校に隣接
した場所に移転改築する。

印野地区内公共施設の耐震化に係る全体計画の見直しを図る中で、移転改築をとの地元要望がある。

印野小学校放課後児童教室

事業の背景・

住民の意向の反映

総　事　業　費 53,000

成　果

根拠法令・要綱等

政策名： 子育て支援の充実

目　的

対　象

手　段

放課後留守家庭となる小学校低学年の児童に対し適切な遊び及び生活の場を与えることにより、児童の健全な育成を図
ることができる。

政策名：

事 業 名

2-2-2

関連政策：

平成24年度 平成26年度

政策番号：

事業期間

所　　管

印野小学校放課後児童教室整備事業

健康福祉部　子育て支援課

14,982

43,00043,000

7,168

放課後児童教室建設
（工事・外構）

7,168

10,945

0

100

0

0

0

7,168

10,945

14,982

0

0

2,737

2,737

目標値

最終目標

1.65

2,737

2,737

0

Ｈ25年度末見込値
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●事業の種類と位置づけ

～

●事業の内容

●事業計画 （単位：千円）

国　補

防　衛

県　補

市　債

財　繰

負　担

小　山

寄　付

その他

一　般

(投資)

●業績測定指標

目標年度

H27

H27

目標値

最終目標

35.0

95,000

0

32,000

60,000

Ｈ25年度末見込値

31,000

0

0

0

0

0

0

0

66,000

0

32,000

御殿場市高齢者健やか事業実施要綱

95,00031,000 32,000 32,000

0

利用券１枚500円相当×12枚
交付対象者　　15,000人

事 業 名

2-2-3

関連政策：

昭和63年度

政策番号：

事業期間

所　　管

高齢者健やか事業

健康福祉部　介護福祉課

成　果

根拠法令・要綱等

政策名： 高齢者福祉の充実

目　的

対　象

手　段

社会参加による閉じこもり防止や介護予防及び健康増進が図られる。

政策名：

整理番号 22301-010

利用券１枚500円相当×12枚
交付対象者　　17,000人

計

高齢化が進み高齢者人口も増加し、これに伴い、医療費や介護費は増加してきている。このような状況の中で、
介護予防の面からも高齢者自身の健康管理の必要性は高まってきている。そこで、高齢者が健康保持のための
福祉サービスを享受できるように定めた。

平成24年から「はり、灸、マッサージ治療助成券」と「温泉会館等利用無料券」を共通化するとともに、利用者の
多様なニーズに応えるため利用できる範囲を拡大した。また、対象年齢を70歳以上とした。

70歳以上の高齢者及び付添人1名

事業の背景・

住民の意向の反映

健康づくり活動の促進

総　事　業　費

敬老会時に健やか事業利用券を12枚を交付し、温泉入浴やマッサージ等の施術に加え、施設の利用や各種講座等の受
講などに使用する。

平成26年度 平成27年度

2-1-1

基本計画における

位置づけ

高齢者の社会参加を促進するとともに、健康の保持増進を図る。

平成28年度

事業内容

財
　
源
　
内
　
訳

利用券１枚500円相当×12枚

交付対象者　　16,000人

事　業　費

第6次御殿場市高齢者福祉計画個別計画での位置づけ

35.7

指　　標

見直し改善の経過

※継続事業の場合に記入

利用枚数（枚）

利用率（％）（利用枚数／配布枚数）

H24年度末現状値

55,362

34.1
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●事業の種類と位置づけ

～

●事業の内容

●事業計画 （単位：千円）

国　補

防　衛

県　補

市　債

財　繰

負　担

小　山

寄　付

その他

一　般

(投資)

●業績測定指標

目標年度

H27

H27

目標値

最終目標

18,600

21,000

0

7,000

182

Ｈ25年度末見込値

7,000

0

0

0

0

0

0

0

225

0

7,000

御殿場市在宅の高齢者及び障害者食事サービス事業実施要綱

21,0007,000 7,000 7,000

0

市負担金
300円450円/食
年間17,000食

事 業 名

2-2-3

関連政策：

平成6年度

政策番号：

事業期間

所　　管

「食」の自立支援事業

健康福祉部　介護福祉課

成　果

根拠法令・要綱等

政策名： 高齢者福祉の充実

目　的

対　象

手　段

ひとり暮らし高齢者等の食生活の改善と緊急事態の早期発見。

政策名：

整理番号 22301-020

市負担金
300円450円/食
年間17,000食

計

ひとり暮らしの高齢者等の増加とともに、在宅高齢者自身が身体機能低下等から調理が困難なことを理由とする
欠食や偏食問題が顕著になり配食要望が生まれた。

平成20年10月1日から従来の1社に加え別法人と契約し、緊急時にサービスが停止しないよう2社体制とした。ま
た、平成22年度から事務の簡素化のため、業者が徴収した利用者負担金を委託料と相殺することとし、市への
納付を廃止した。

市内に在住し、在宅で調理が困難な①ひとり暮らしの高齢者、高齢者のもで構成する世帯、②身体障害者手帳、療育手
帳及び精神障害者保健福祉手帳のいずれかの交付を受けている者のうち、障害者のみで構成する世帯、③これらに準ず
る世帯に属するもの。

事業の背景・

住民の意向の反映

障害者福祉の充実

総　事　業　費

週４回以内で委託業者による昼又は夕食の配達及び声かけ等による安否確認を行う。
利用者は、事業の実施に伴う原材料費及び調理の費用を負担（市民税非課税世帯については、費用の2分の1以内を補
助）　利用者負担：400円/食（非課税世帯250円/食）

平成26年度 平成27年度

2-2-4

基本計画における

位置づけ

在宅のひとり暮らし高齢者等で調理が困難な方の食生活改善と在宅生活の安定化を図る。

平成28年度

事業内容

財
　
源
　
内
　
訳

市負担金
300円450円/食
年間17,000食

事　業　費

第6次御殿場市高齢者福祉計画個別計画での位置づけ

17,064

指　　標

見直し改善の経過

※継続事業の場合に記入

利用者数（人）

延配食数（食）

H24年度末現状値

166

14,637
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●事業の種類と位置づけ

～

●事業の内容

。

●事業計画 （単位：千円）

国　補

防　衛

県　補

市　債

財　繰

負　担

小　山

寄　付

その他

一　般

(投資)

●業績測定指標

目標年度

H27

H27

H27

訪問件数（件）

認知度（％）（高齢者実態調査）

H24年度末現状値

24,363

7,778

　　　　　　　　－

第6次御殿場市高齢者福祉計画・第5期介護保険事業計画個別計画での位置づけ

9,000

40

指　　標

見直し改善の経過

30,400 30,400

※継続事業の場合に記入

相談件数（件）

事業内容

財
　
源
　
内
　
訳

4か所設置

事　業　費

15,200 15,200

社会福祉法人等に委託し地域包括支援センターを設置する。
地域包括支援センターでは、保健師、社会福祉士及び主任介護支援専門員の３職種が連携して、①介護予防ケアマネジ
メント業務②総合相談支援業務③権利擁護業務④包括的・継続的ケアマネジメント支援業務を実施し、地域住民の心身の
健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行う。

平成26年度 平成27年度

基本計画における

位置づけ

地域住民の保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援する。

平成28年度

整理番号 22303-010

4か所設置

計

・高齢者等の介護や福祉などの相談内容の多様化と、困難化、介護予防事業の重視
・センターの適切、公正かつ中立な運営の確保のため、医師、介護支援専門員、介護保険の被保険者、地域ケア
に関する学識経験者などにより構成される運営協議会を設置している。

平成18年度の介護保健法改正により設置が義務付けられ、当初4法人10人体制でスタートしたが、高齢者数の増
加に伴い、平成20年度からは、4法人13人体制で対応している。

高齢者及びその家族

事業の背景・

住民の意向の反映

総　事　業　費

成　果

根拠法令・要綱等

政策名： 高齢者福祉の充実

目　的

対　象

手　段

・心身の状況等に応じて、自らの選択に基づき、介護予防事業や各種福祉サービス等が包括的かつ効率的に提供される。
・地域の高齢者が住み慣れた地域で安心してその人らしい生活を継続していくことができる。

政策名：

事 業 名

2-2-3

関連政策：

平成18年度

政策番号：

事業期間

所　　管

地域包括支援センター事業

健康福祉部　介護福祉課

介護保険法第115条の46第1項

228,00076,000 76,000 76,000

91,20030,400

4か所設置
　御殿場地区：十字の園
　富士岡地区：富岳
　原里、印野地区：あすなろ
　玉穂、高根地区：菜の花
（担当区域の見直し）

15,200 15,20015,200

0

40,800

45,600

15,200

0

45,600

0

0

0

0

15,200

15,200

50

目標値

最終目標

11,380

45,600

0

15,200

26,000

Ｈ25年度末見込値
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●事業の種類と位置づけ

～

●事業の内容

●事業計画 （単位：千円）

国　補

防　衛

県　補

市　債

財　繰

負　担

小　山

寄　付

その他

一　般

(投資)

●業績測定指標

目標年度

H27

H27

H27

就業人員（人）

会員１人当たりの受注件数（件／人）

H24年度末現状値

408

363

3.95

第6次御殿場市高齢者福祉計画個別計画での位置づけ

387

3.77

指　　標

見直し改善の経過

※継続事業の場合に記入

会員数（年度末会員登録者数）

事業内容

財
　
源
　
内
　
訳

運営費補助金

事　業　費

（公益社）シルバー人材センターの運営及び事業に対する助成を行う。

平成26年度 平成27年度

4-4-2

基本計画における

位置づけ

高齢者等の豊かな経験や知識を生かし、新たな雇用・就業の確保と促進及び社会参加の機会の提供を図る。

平成28年度

整理番号 22304-010

運営費補助金

計

高齢化社会を迎え、常雇でないが知識や経験を生かした就業の場を求める高齢者が増加している。このような就
業ニーズや社会参加の要望に対応するため、（公益社）シルバー人材センターの事業推進が必要である。

平成22年度の運営費補助金については、平成24年度に比べ県補助金減額分510千円を減額した。平成23年度
は、県補助金が400千円減額となったため、さらなる経費の節減や請負業務の拡大を図る必要がある。

勤労意欲のある高齢者等

事業の背景・

住民の意向の反映

新たな就業形態の促進

総　事　業　費

成　果

根拠法令・要綱等

政策名： 高齢者福祉の充実

目　的

対　象

手　段

高齢者等の就業機会の確保及び社会参加の機会の拡大

政策名：

事 業 名

2-2-3

関連政策：

昭和61年度

政策番号：

事業期間

所　　管

シルバー人材センター運営補助事業

健康福祉部　介護福祉課

高齢者等の雇用の安定等に関する法律第４５条

33,00011,000 11,000 11,000

0

運営費補助金

0

460

0

11,000

0

0

0

0

0

0

11,000

3.57

目標値

最終目標

414

33,000

0

11,000

430

Ｈ25年度末見込値
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●事業の種類と位置づけ

～

●事業の内容

●事業計画 （単位：千円）

国　補

防　衛

県　補

市　債

財　繰

負　担

小　山

寄　付

その他

一　般

(投資)

●業績測定指標

目標年度

H27

H27

目標値

最終目標

7

15,500

0

3,500

150

Ｈ25年度末見込値

8,500

0

0

0

4,500

0

0

1,500

0

164

0

1,500

3,500

御殿場市民間社会福祉施設補助金交付要綱

1,500

20,00010,000 5,000 5,000

0

福祉施設運営費補助12施設
福祉施設整備費補助1施設

事 業 名

2-2-4

関連政策：

昭和59年度

政策番号：

事業期間

所　　管

障害者民間福祉施設運営費等補助事業

健康福祉部　社会福祉課

成　果

根拠法令・要綱等

政策名： 障害者福祉の充実

目　的

対　象

手　段

障害者が安心して生活訓練、交流活動及び就労訓練等を行うことで、自立した在宅生活を継続することができる。

政策名：

整理番号 22404-010

福祉施設運営費補助12施設

計

就労機会の少ない障害者及び保護者から、就労支援事業所（旧小規模作業所等）の充実と存続について要望
が出ている。このため、小規模の就労支援事業所等の運営を支援し、事業の充実を図ることにより、障害のある
人の在宅生活における社会参加を推進することが望まれている。

利用者送迎サービスが、平成24年度から介護給付費の加算対象となったため、通所サービス利用促進事業の
補助金を廃止した。

障害者民間福祉施設（ステップ・ワン、むつみ作業所、のぞみ作業所他）及び施設利用者

事業の背景・

住民の意向の反映

総　事　業　費

福祉施設運営費、施設整備に要する経費への補助を行う。

平成26年度 平成27年度

基本計画における

位置づけ

就労訓練や就労移行指導の場としての就労支援事業所（旧小規模作業所等）や生活訓練施設及び共同生活施設等の
充実により、障害者の自立を推進していく。

平成28年度

事業内容

財
　
源
　
内
　
訳

福祉施設運営費補助12施設

事　業　費

御殿場市障害者計画個別計画での位置づけ

5

指　　標

見直し改善の経過

※継続事業の場合に記入

就労継続支援（非雇用型）利用者数（人）

一般就労への移行者数累計（人）

H24年度末現状値

143

4
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●事業の種類と位置づけ

～

●事業の内容

●事業計画 （単位：千円）

国　補

防　衛

県　補

市　債

財　繰

負　担

小　山

寄　付

その他

一　般

(投資)

●業績測定指標

目標年度

H27

H24年度末現状値

14

御殿場市障害者計画個別計画での位置づけ

指　　標

見直し改善の経過

37,917 37,917

※継続事業の場合に記入

福祉施設から地域生活への移行者数累計（人）

事業内容

財
　
源
　
内
　
訳

相談支援事業、コミュニケー
ション支援事業、日常生活用具
給付等事業、移動支援事業、
地域活動支援事業、その他の
事業

事　業　費

障害者等からの相談に応じるとともに、必要な情報の提供、手話通訳者等の派遣、日常生活用具の給付又は貸与、
移動を支援し、活動等の機会の提供を行う。

平成26年度 平成27年度

基本計画における

位置づけ

障害者（児）がその有する能力及び適性に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、福祉環境の
整備を図る。

平成28年度

整理番号 22404-020

相談支援事業、コミュニケー
ション支援事業、日常生活用具
給付等事業、移動支援事業、
地域活動支援事業、その他の
事業

計

障害者総合支援法の施行により、相談支援事業やコミュニケーション支援事業など、地域の実情に応じて柔
軟に実施した方が効率的、効果的な事業が地域生活支援事業として位置付けられた。

相談支援事業は駿東田方圏域の10市町の共同事業として実施していたが、平成23年度から利用実態に合
わせて、各市町が社会福祉法人と個別に委託契約を結び実施することになった。

障害者（児）

事業の背景・

住民の意向の反映

総　事　業　費

成　果

根拠法令・要綱等

政策名： 障害者福祉の充実

目　的

対　象

手　段

障害者総合支援法に規定する、個別給付（介護給付、訓練等給付、自立支援医療、補装具）と組み合わせて効果的
に実施でき、障害者の自立した生活に寄与する。

政策名：

事 業 名

2-2-4

関連政策：

平成18年度

政策番号：

事業期間

所　　管

地域生活支援事業

健康福祉部　社会福祉課

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律

297,00099,000 99,000 99,000

113,75137,917

相談支援事業、コミュニケー
ション支援事業、日常生活用具
給付等事業、移動支援事業、
地域活動支援事業、その他の
事業

19,305 19,30519,305

0

18

0

41,778

0

57,915

0

0

0

0

41,778

目標値

最終目標

125,334

0

41,778

15

Ｈ25年度末見込値
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●事業の種類と位置づけ

～

●事業の内容

●事業計画 （単位：千円）

国　補

防　衛

県　補

市　債

財　繰

負　担

小　山

寄　付

その他

一　般

(投資)

●業績測定指標

目標年度

H27

H27

目標値

最終目標

300

3,000

0

1,000

14.7

Ｈ25年度末見込値

1,000

0

0

0

0

0

0

0

16.0

0

1,000

御殿場市重度障害者タクシー利用助成事業実施要綱

3,0001,000 1,000 1,000

0

タクシー利用券
（利用料金670円×24枚）対象
延人数250人

事 業 名

2-2-4

関連政策：

平成19年度

政策番号：

事業期間

所　　管

タクシー券助成事業

健康福祉部　社会福祉課

成　果

根拠法令・要綱等

政策名： 障害福祉の充実

目　的

対　象

手　段

タクシーの利用が容易になることから、障害者の自立した日常生活や社会参加を促進することができる。

政策名：

整理番号 22404-030

タクシー利用券
（利用料金670円×24枚）対象
延人数270人

計

在宅の重度心身障害者からの要望があり、タクシー利用料金の一部(初乗り料金）を助成することにより、日常
生活における社会参加を援助し、在宅福祉の増進を図る。

平成21年10月から、車いす利用者の利便を図るために介護タクシーを所有する事業所を追加した。今後、介護
タクシーの利用状況を検証しながら、事業所の拡大を検討する。

在宅の重度心身障害者（身体1級・2級、療育Ａ、精神1級・2級）。ただし、自動車税減免者を除く。

事業の背景・

住民の意向の反映

総　事　業　費

対象者に対し、タクシー利用料金の一部（初乗り料金）を年間24回分助成する。

平成26年度 平成27年度

基本計画における

位置づけ

在宅の重度心身障害者等がその有する能力及び適性に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよ
う、福祉環境の整備を図る。

平成28年度

事業内容

財
　
源
　
内
　
訳

タクシー利用券
（利用料金670円×24枚）対象
延人数260人

事　業　費

御殿場市障害者計画個別計画での位置づけ

200

指　　標

見直し改善の経過

※継続事業の場合に記入

対象障害者に対するタクシー券申請者の割合（％）

介護タクシー（車椅子対応）年間利用件数（件）

H24年度末現状値

14.0

193
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●事業の種類と位置づけ

～

●事業の内容

●事業計画 （単位：千円）

国　補

防　衛

県　補

市　債

財　繰

負　担

小　山

寄　付

その他

一　般

(投資)

●業績測定指標

目標年度

H27

H27御殿場特別支援学校卒業生一般就職率（％）

H24年度末現状値

0

7.7

御殿場市障害者計画個別計画での位置づけ

20.0

指　　標

見直し改善の経過

※継続事業の場合に記入

御殿場市雇用促進援助金活用事業所数（件）

事業内容

財
　
源
　
内
　
訳

障害者の雇用の安定と促進を図
るための、雇い主への賃金助成

事　業　費

「障害者の雇用の促進等に関する法律」に関連して創設された障害者雇用各種支援制度の内、規模的に除外される市内
の小規模の事業所において、継続的雇用を支援するための助成をする。

平成26年度 平成27年度

基本計画における

位置づけ

障害のある人が障害のない人と同様に、その能力と適性に応じた雇用の場につくこと、また継続した雇用環境が整った社
会生活をすること。

平成28年度

整理番号 22404-040

障害者の雇用の安定と促進を図
るための、雇い主への賃金助成

計

障害者自立支援法が平成18年に施行され、就労支援等の強化により障害者の社会生活への移行がより明確に示
された。しかしながら、近年の金融危機において企業の運営情勢は厳しく、雇用支援制度のある「障害者雇用促進
法」の下でも障害者の雇用機会は大変厳しい状況である。

障害者を雇用する事業所及び障害者

事業の背景・

住民の意向の反映

総　事　業　費

成　果

根拠法令・要綱等

政策名： 障害者福祉の推進

目　的

対　象

手　段

事業規模の小さい事業主の経済的負担を支援することで、雇用している障害者の継続的就労を確保できるとともに、市内に
多い小規模事業所における障害者の雇用機会の拡大につながる。

政策名：

事 業 名

2-2-4

関連政策：

平成22年度

政策番号：

事業期間

所　　管

障害者雇用促進対策事業

健康福祉部　社会福祉課

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律、障害者雇用促進法

3,0001,000 1,000 1,000

0

障害者の雇用の安定と促進を図
るための、雇い主への賃金助成

0

5

0

1,000

0

0

0

0

0

0

1,000

目標値

最終目標

50.0

3,000

0

1,000

3

Ｈ25年度末見込値
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●事業の種類と位置づけ

～

●事業の内容

●事業計画 （単位：千円）

国　補

防　衛

県　補

市　債

財　繰

負　担

小　山

寄　付

その他

一　般

(投資)

●業績測定指標

目標年度

H27

H27

H27

死亡交通事故件数１～12月（件）

物損交通事故件数１～12月（件）

H24年度末現状値

772

3

2,512

御殿場市交通安全計画個別計画での位置づけ

4

2,300

指　　標

見直し改善の経過

※継続事業の場合に記入

人身交通事故件数１～12月（件）

事業内容

財
　
源
　
内
　
訳

交通指導員の街頭指導（週3
日）・交通安全指導員の交通安
全・自転車教室（幼保全園・小中
全校）・交通安全運動（年4回）

事　業　費

交通指導員による歩行者・自転車走行者等への安全通行街頭指導。交通安全指導員による交通教室・自転車教室等の
開催。交通安全対策委員会・交通安全会連合会による組織での交通安全対策の実施。

平成26年度 平成27年度

基本計画における

位置づけ

交通道徳の高揚を図り、交通事故発生を防止する。

平成28年度

整理番号 24101-020

交通指導員の街頭指導（週3
日）・交通安全指導員の交通安
全・自転車教室（幼保全園・小中
全校）・交通安全運動（年4回）

計

昭和47年御殿場市民間交通指導員会発足、昭和48年御殿場市交通指導員会に改称し、専門的な研修を受け
た交通指導員による指導は有効かつ効果的である。また市全体の交通安全対策に指導員と安全指導員の存在
は重要な位置を占めており、今後も悲惨な交通事故を一件でも減らすために、交通安全に対する意識の高揚を
図る必要がある。

平成18年4月に交通指導員の定数を45人以内から50人以内と規則を改正し、増員による配置体制の整備をし
た。年々高齢者事故割合が増加しているため、高齢者の事故防止対策を推進する。

全市民

事業の背景・

住民の意向の反映

総　事　業　費

成　果

根拠法令・要綱等

政策名： 交通安全の推進

目　的

対　象

手　段

各年代に向けて、様々な機会を捉え交通安全意識の啓発を行うことにより、交通事故が減少する。

政策名：

事 業 名

2-4-1

関連政策：

政策番号：

事業期間

所　　管

交通安全推進事業

生活環境部　くらしの安全課

交通安全対策基本法

60,00020,000 20,000 20,000

0

交通指導員の街頭指導（週3
日）・交通安全指導員の交通安
全・自転車教室（幼保全園・小中
全校）・交通安全運動（年4回）

0

760

0

20,000

0

0

0

0

0

0

20,000

2,000

目標値

最終目標

1

60,000

0

20,000

760

Ｈ25年度末見込値
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●事業の種類と位置づけ

～

●事業の内容

●事業計画 （単位：千円）

国　補

防　衛

県　補

市　債

財　繰

負　担

小　山

寄　付

その他

一　般

(投資)

●業績測定指標

目標年度

H33

目標値

最終目標

57,030

9,180

19,010

3,060

9.8

Ｈ25年度末見込値

19,010

3,060

17,000

0

0

36,720

122,250

0

0

40,750

51,00017,000

18

0

40,750

19,010

3,060

12,24012,240 12,240

交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法

40,750

267,00089,000 89,000 89,000

0

市道0104号線外1
カーブミラー設置及び区画線

事 業 名

2-4-1

関連政策：

昭和61年度

政策番号：

事業期間

所　　管

交通安全施設整備事業

都市建設部　土木課

成　果

根拠法令・要綱等

政策名： 交通安全の推進

目　的

対　象

手　段

歩道の整備や交差点を改良するとともに、道路反射鏡等を設置し交通事故を減少させる。

政策名：

整理番号 24102-010

市道0104号線外1
カーブミラー設置及び区画線

計

車両の通行量が多くなり、歩道のない道路で歩行者の安全確保と交通事故を減少させる。

主要道路の歩行者及び一般車両

事業の背景・

住民の意向の反映

道路網の整備

総　事　業　費

歩道と車道の分離、交差点改良及び道路反射鏡等交通安全施設の設置を行う。

平成26年度 平成27年度

3-3-1

基本計画における

位置づけ

歩行者及び一般車両の安全確保を図る。

平成28年度

事業内容

財
　
源
　
内
　
訳

市道0104号線外1
カーブミラー設置及び区画線

事　業　費

17,000

個別計画での位置づけ

指　　標

見直し改善の経過

※継続事業の場合に記入

歩道整備率（％）

H24年度末現状値

9.6
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●事業の種類と位置づけ

～

●事業の内容

●事業計画 （単位：千円）

国　補

防　衛

県　補

市　債

財　繰

負　担

小　山

寄　付

その他

一　般

(投資)

●業績測定指標

目標年度

H27

H27

H27

防犯教室年間開催回数（回）

防犯教室年間参加者数（人）

H24年度末現状値

1,106

25

2,344

個別計画での位置づけ

28

2,500

指　　標

見直し改善の経過

※継続事業の場合に記入

刑法犯認知件数1～12月（御殿場警察署管内）

事業内容

財
　
源
　
内
　
訳

・防犯灯の設置と維持管理
・青色回転灯パトロール
・自主的防犯活動への補助
・防犯教室の開催
・防犯指導員の雇用

事　業　費

防犯灯の設置に係る補助金と、維持管理経費を援助するための交付金を交付する。
地域の小学校区を中心とした自主的防犯活動に補助金を交付し、見守り隊などの組織活動の推進を図る。

平成26年度 平成27年度

基本計画における

位置づけ

犯罪の発生しにくい地域を目指し、防犯活動を推進する。

平成28年度

整理番号 24202-010

・防犯灯の設置と維持管理
・青色回転灯パトロール
・自主的防犯活動への補助
・防犯教室の開催
・防犯指導員の雇用

計

犯罪を未然に防ぐために地域の防犯活動が重要であるため、各小学校区の自主的防犯組織の活動を継続する
とともに、自治会単位で防犯教室を開催する動きなど、防犯まちづくりが推進しつつある。

防犯まちづくりに向けて、警察関係機関等との連携が重要となるため、平成22年度から防犯指導員（警察官OB）
を採用し、的確なアドバイスを受けながら推進を図っている。

全市民

事業の背景・

住民の意向の反映

総　事　業　費

成　果

根拠法令・要綱等

政策名： 防犯体制の充実

目　的

対　象

手　段

防犯灯設置や青色回転灯パトロールなどにより、犯罪が発生しにくい環境づくりができる。
地域の自主的な声かけにより防犯に対する意識が高揚し、犯罪件数が減少する。

政策名：

事 業 名

2-4-2

関連政策：

政策番号：

事業期間

所　　管

防犯まちづくり推進事業

生活環境部　くらしの安全課

御殿場市防犯まちづくり条例

22,501

96,00032,000 32,000 32,000

0

・防犯灯の設置と維持管理
・青色回転灯パトロール
・自主的防犯活動への補助
・防犯教室の開催
・防犯指導員の雇用

22,786

0

1,100

0

22,501

9,499

0

0

0

67,788

0

0

9,499

2,500

目標値

最終目標

25

28,212

0

9,214

1,100

Ｈ25年度末見込値
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●事業の種類と位置づけ

～

●事業の内容

●事業計画 （単位：千円）

国　補

防　衛

県　補

市　債

財　繰

負　担

小　山

寄　付

その他

一　般

(投資)

●業績測定指標

目標年度

H27

H27

H27

消費生活講座のべ参加者数（人）

法律相談予約率（予約数／相談枠）（％）

H24年度末現状値

37

1,342

99

個別計画での位置づけ

1,400

91

指　　標

見直し改善の経過

※継続事業の場合に記入

消費生活講座開催回数（回）

事業内容

財
　
源
　
内
　
訳

法律相談
消費生活相談
交通事故相談
外国人生活相談
こころの健康相談

事　業　費

消費生活相談員を配置した消費生活センターを開設し、相談や斡旋を行い、また消費生活講座等を開催し、情報や資料
の提供を行う。弁護士による法律相談窓口、交通事故相談窓口、ポルトガル語とスペイン語による生活相談窓口、臨床心
理士によるこころの健康相談を開設。

平成26年度 平成27年度

1-5-1

基本計画における

位置づけ

市民からの様々な相談に対応し、市民の抱えている不安や悩みの解消を図る。

平成28年度

整理番号 24304-010

法律相談
消費生活相談
交通事故相談
外国人生活相談
こころの健康相談

計

市民が生活していく上で生じる様々な不安や問題を、解決に導くための身近な相談窓口が求められている。近隣
や親族の人間関係が希薄になる一方で、複雑化多様化する社会情勢の中、相談の内容も年々広範囲に広がっ
ている。

法律相談は、平成22年度から月18回を月20回に増加、平成24年度10月から月24回に増加、平成25年度から月
30回に増加した。外国人生活相談は、平成16年度に週2日から3日に、平成22年度に納税相談強化のため週4
日に増加した。平成23年度にこころの健康相談を開設した。

全市民

事業の背景・

住民の意向の反映

国際交流・国際協力の推進

総　事　業　費

成　果

根拠法令・要綱等

政策名： 自立した消費者の育成

目　的

対　象

手　段

消費者問題に係る被害の発生や拡大を防止する。法的裏付けのある対応で市民の不安が取り除かれる。また、交通事
故の被害者・加害者の疑問、外国人の身近な疑問、こころの健康への不安に対応ができる。

政策名：

事 業 名

2-4-3

関連政策：

政策番号：

事業期間

所　　管

市民相談事業

生活環境部　くらしの安全課

消費者安全法

57,00019,000 19,000 19,000

0

法律相談
消費生活相談
交通事故相談
外国人生活相談
こころの健康相談

0

50

0

19,000

0

0

0

0

0

0

19,000

90

目標値

最終目標

1,500

57,000

0

19,000

40

Ｈ25年度末見込値
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●事業の種類と位置づけ

～

●事業の内容

●事業計画 （単位：千円）

国　補

防　衛

県　補

市　債

財　繰

負　担

小　山

寄　付

その他

一　般

(投資)

●業績測定指標

目標年度

H27

H33

目標値

最終目標

100.0

1,500

0

0

4

Ｈ25年度末見込値

1,500

0

0

0

0

0

0

0

6

500

0

御殿場市地域防災計画

2,0002,000

0

富士岡地区防災倉庫

事 業 名

2-5-1

関連政策：

平成15年度 平成26年度

政策番号：

事業期間

所　　管

防災倉庫整備事業

危機管理室

成　果

根拠法令・要綱等

政策名： 災害に強いまちづくり体制の充実

目　的

対　象

手　段

防災資機材の整備により、初動対応の迅速化を図り、被害の拡大を防止するとともに、避難所での生活を円滑にすること
ができる。
地域の防災拠点の整備は、住民の安心・安全につながる。

政策名：

整理番号 25102-010

計

過去の災害の記録から、避難者への対応を円滑に行うためには、地区ごとに資機材を整備することが有効であ
る。避難地運営にかかる具体的な対策の必要性が求められる中、資機材の整備は重要な課題である。御殿場・
玉穂・原里・高根の支部においては、平成14年度から平成23年度で整備されている。

富士岡地区防災倉庫は旧第3学校給食センターの建物を利用する。
印野地区防災倉庫は印野支所建設に併せて平成27年度に建設予定。（支所建設費に合算）

市民

事業の背景・

住民の意向の反映

地震対策の推進

総　事　業　費

各地区に防災倉庫を建設し、備蓄食料、発電機、ブルーシート等防災資機材を整備する。
避難者数等の地域の実状を考慮し、資機材の種類・数量を検討する。

平成26年度 平成27年度

2-5-2

基本計画における

位置づけ

東海地震、神奈川県西部地震、富士山火山噴火などの大規模災害発生時の初動対応の迅速化及び避難生活用物資の
確保のため、各地区の防災倉庫の整備を行う。

平成28年度

事業内容

財
　
源
　
内
　
訳

事　業　費

500

御殿場市地域防災計画個別計画での位置づけ

39.7

指　　標

見直し改善の経過

※継続事業の場合に記入

各地域の防災倉庫の設置数（棟）

防災資機材備蓄率（備蓄食料）（％）

H24年度末現状値

4

41.0
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●事業の種類と位置づけ

～

●事業の内容

●事業計画 （単位：千円）

国　補

防　衛

県　補

市　債

財　繰

負　担

小　山

寄　付

その他

一　般

(投資)

●業績測定指標

目標年度

H27

H24年度末現状値

77.9

 

御殿場市地域防災計画個別計画での位置づけ

 

指　　標

見直し改善の経過

※継続事業の場合に記入

戸別受信機の設置率（％）

事業内容

財
　
源
　
内
　
訳

デジタル戸別受信機300台の
新規設置

事　業　費

12,836

防災行政無線親局・子局の整備及び対象世帯への戸別受信機の設置（貸与）

平成26年度 平成27年度

基本計画における

位置づけ

防災行政無線により、演習場利用計画、防災・災害情報、市からのお知らせ等の周知を図る。

平成28年度

整理番号 25104-010

デジタル戸別受信機300台の
新規設置

計

現在使用している防災行政無線設備は、平成8年度から順次設置しているものであり、耐用年数を超過し、故
障等も発生している上、アナログ波が使用できなくなることに伴う親局や屋外子局及び戸別受信機のデジタル
化が必要となり、設備の更新が必要である。市民と市をつなぐ重要な情報伝達手段であり、市民からのニーズ
が高く、転入世帯等への新規設置が求められる。

平成18年度には平成32年度までにデジタル化をする予定でいたが、国庫補助を利用することにより平成24年
度、25年度に親局、屋外子局をデジタル化し、平成26年度以降に新規に設置する戸別受信機についてもデジ
タル対応機種にする。

御殿場市内に住民登録をしている世帯

事業の背景・

住民の意向の反映

総　事　業　費

成　果

根拠法令・要綱等

政策名： 災害に強いまちづくり体制の充実

目　的

対　象

手　段

防災行政無線の放送により、演習場利用計画、防災・災害情報、市からのお知らせ等の情報を得て、状況に応じて適
切な行動をとることができる。

政策名：

事 業 名

2-5-1

関連政策：

昭和57年度

政策番号：

事業期間

所　　管

防災行政無線整備（更新）事業

危機管理室

御殿場市同報無線条例

51,00017,000 17,000 17,000

0

デジタル戸別受信機300台の
新規設置

12,83612,836

0

83.5

0

4,164

4,164

38,508

0

0

0

0

0

4,164

4,164

目標値

最終目標

12,492

12,492

4,164

4,164

79.0

Ｈ25年度末見込値
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●事業の種類と位置づけ

～

●事業の内容

●事業計画 （単位：千円）

国　補

防　衛

県　補

市　債

財　繰

負　担

小　山

寄　付

その他

一　般

(投資)

●業績測定指標

目標年度

H27

H27

H27

防災訓練参加人数（人）

防災出前講座参加者数（人）

H24年度末現状値

286

24,946

3,776

地域防災計画個別計画での位置づけ

25,000

3,000

指　　標

見直し改善の経過

※継続事業の場合に記入

防災リーダーの人数（人）

事業内容

財
　
源
　
内
　
訳

・自主防災対策事業補助金
（資機材整備等）
・自主防災会交付金
(防災訓練経費等)
・自主防災会連合会交付金
(防災リーダー研修会等)

事　業　費

4,102 4,102

①自主防災資機材等の整備にかかる補助金を交付する。
②防災訓練等の活動にかかる交付金を交付する。
③出前講座、各種研修会等を実施する。

平成26年度 平成27年度

2-5-2

基本計画における

位置づけ

東海地震、富士山噴火などの災害に対する地域防災力向上のため、自主防災組織の育成を図る。

平成28年度

整理番号 25105-010

・自主防災対策事業補助金
（資機材整備等）
・自主防災会交付金
(防災訓練経費等)
・自主防災会連合会交付金
(防災リーダー研修会等)

計

東海地震の切迫性や富士山噴火、土砂災害などに対しての、住民の防災意識が高まっている。広域な災害が
懸念される中で、これまでの災害の教訓から自助や共助の重要性が高まっており、地域の実状に応じた防災力
の強化が求められている。

・地域ごとの防災マップの見直しを行い、全戸配布を実施。
・地域の防災意識の高揚や防災力の向上を目的とした防災出前講座を継続的に実施。
・自主防災会の活動チェックリストを活用した自主防災会の防災力の見直しの実施。

自主防災会（59区）

事業の背景・

住民の意向の反映

地震対策の推進

総　事　業　費

成　果

根拠法令・要綱等

政策名： 災害に強いまちづくり体制の充実

目　的

対　象

手　段

①防災資機材等の充実により、災害応急対策が円滑に実施され、被害の軽減を図ることができる。
②自主防災活動が活性化され、地域の防災力が向上する。
③防災意識の高揚を図ることができる。

政策名：

事 業 名

2-5-1

関連政策：

昭和54年度

政策番号：

事業期間

所　　管

自主防災活動推進事業

危機管理室

御殿場市自主防災対策事業補助金交付要綱

1,050

39,00013,000 13,000 13,000

0

・自主防災対策事業補助金
（資機材整備等）
・自主防災会交付金
(防災訓練経費等)
・自主防災会連合会交付金
(防災リーダー研修会等)

1,050

0

300

12,306

1,050

7,848

0

0

0

3,150

0

0

4,102

7,848

3,000

目標値

最終目標

25,000

23,544

0

7,848

301

Ｈ25年度末見込値
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●事業の種類と位置づけ

～

●事業の内容

●事業計画 （単位：千円）

国　補

防　衛

県　補

市　債

財　繰

負　担

小　山

寄　付

その他

一　般

(投資)

●業績測定指標

目標年度

H29

H28

H28施設倒壊による人的被害の出現可能性（有・無） 有 有 無

事業進捗率（％） 5 15 100

庁舎耐震化棟数割合（％） 40 40 100

0 5,000 56,000 61,000

指　　標
※継続事業の場合に記入 最終目標

H24年度末現状値 Ｈ25年度末見込値 目標値

0

0 5,000 56,000 61,000

0

0

0

0

0

80,000 623,000 895,000 1,598,000財
　
源
　
内
　
訳

0

0

事業内容 造成工事

建築工事（Ⅰ期）
工事監理（Ⅰ期）
付帯工事（Ⅰ期）
解体工事（現業棟）
附帯修繕

建築工事（Ⅱ期）
工事監理（Ⅱ期）
付帯工事（Ⅱ期）
外構工事（Ⅰ期）
附帯修繕
備品購入

事　業　費 80,000 628,000 951,000 1,659,000

見直し改善の経過

平成15年度から新庁舎建設の検討を重ね、本庁舎と渡り廊下で接続する新庁舎を建設する計画を進めてきたが、平成21年度に入

り本庁舎と接続できないことが判明したため、計画の進行を一中断していた。平成22年度に入り、議会棟の機能移転を最優先にする

べく、検討を再開した。平成23年度に調査研究を進め平成24年度に基本実施設計契約を締結した。

総　事　業　費 1,878,000

平成26年度 平成27年度 平成28年度 計

手　段
議会棟、現業棟、西館及び分館の機能を移転し、ＢＥ－ＯＮＥ分室の機能を含めて本庁舎と一体利用するため、御殿場市
庁舎（仮称）東館を建設する。

成　果
市の事務事業を執り行う建物の耐震性能が補完され、来庁者及び職員の安全が確保される。また、防災拠点としての機
能強化を図ることができる。加えて、本庁舎と併設すること及び出先機関の一部を戻すことにより、市民サービス部門の集
約による利便性の向上が見込める。

事業の背景・

住民の意向の反映

耐震診断の結果、静岡県耐震判定指標値を下回ることが判明したことから、予想される東海地震、神奈川県西
部地震及び富士山噴火に対応するため、耐震性能の劣る施設の機能移転が求められた。

個別計画での位置づけ

目　的
「建築物の耐震改修の促進に関する法律」に基づき耐震診断をした結果耐震性能が劣るとされた議会棟、現業棟及び西
館の機能を移転し、分館及びＢＥ－ＯＮＥ分室の機能を併せ、本庁舎と一体として市役所機能の耐震性能を補完する。

対　象 来庁者

基本計画における

位置づけ

政策番号： 2-5-2 政策名： 地震対策の推進

関連政策： 政策名：

事業期間 平成23年度 平成29年度 根拠法令・要綱等 建築物の耐震改修の促進に関する法律

事 業 名 御殿場市庁舎（仮称）東館建設事業
整理番号 25202-010

所　　管 総務部　総務課
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●事業の種類と位置づけ

～

●事業の内容

●事業計画 （単位：千円）

国　補

防　衛

県　補

市　債

財　繰

負　担

小　山

寄　付

その他

一　般

(投資)

●業績測定指標

目標年度

H32

H24年度末現状値

16

個別計画での位置づけ

指　　標

見直し改善の経過

※継続事業の場合に記入

橋梁補修及び架け替え累計箇所数（箇所）

事業内容

財
　
源
　
内
　
訳

橋梁補修設計・委託

事　業　費

老朽化が著しい橋梁の落下防止及び全面的な改修と橋梁の新設を行う。

平成26年度 平成27年度

2-5-1

基本計画における

位置づけ

ライフラインの確保及び交通の安全確保を図る。

平成28年度

整理番号 25202-020

橋梁補修設計・委託

計

災害時における橋梁の安全確保及び幅員が狭い橋の改善要望が強い。

橋を利用する市民

事業の背景・

住民の意向の反映

災害に強いまちづくり体制の充実

総　事　業　費

成　果

根拠法令・要綱等

政策名： 地震対策の推進

目　的

対　象

手　段

ライフラインの確保とともに市民生活の安全及び利便性を高める。

政策名：

事 業 名

2-5-2

関連政策：

平成13年度

政策番号：

事業期間

所　　管

橋梁新設改良事業

都市建設部　土木課

道路法

45,00015,000 15,000 15,000

0

橋梁補修設計・委託
瀧見橋改築工事

13,50013,500 13,500

0

58

0

1,500

1,500

0

0

40,500

0

0

0

1,500

1,500

目標値

最終目標

4,500

4,500

1,500

1,500

19

Ｈ25年度末見込値

 



97 

 

●事業の種類と位置づけ

～

●事業の内容

●事業計画 （単位：千円）

国　補

防　衛

県　補

市　債

財　繰

負　担

小　山

寄　付

その他

一　般

(投資)

●業績測定指標

目標年度

H27

目標値

最終目標

47,655

47,655

0

0

Ｈ25年度末見込値

13,200

13,200

56,880

0

85,965

366,500

0

0

0

100

0

44,700

34,455

34,455

85,965

防衛施設周辺民生安定施設整備事業

321,800

557,000335,000 222,000

0

玉穂地区児童屋内体育施設改築
工事、外構工事、付帯工事、監
理、備品購入
神山地区児童屋内体育施設耐震
補強実施設計

事 業 名

2-5-2

関連政策：

平成22年度 平成27年度

政策番号：

事業期間

所　　管

地区児童屋内体育施設耐震整備事業

教育部　教育総務課

847,000

成　果

根拠法令・要綱等

政策名： 地震対策の推進

目　的

対　象

手　段

耐震性能の向上により地域住民の通常時の利用及び地震時の避難所施設としての安全の確保が図れる。

政策名：

整理番号 25202-030

計

地区児童屋内体育施設は地域住民の多くが利用していること.、また体育館については地震時には地域住民の
一時避難場所として利用されることが考えられるため高い耐震性能が要求されている。

地域住民

事業の背景・

住民の意向の反映

演習場周辺生活環境整備事業の推進

総　事　業　費

改築　　　　玉穂地区児童屋内体育施設（耐力度　4,047点）　2,470㎡
耐震補強　神山地区児童屋内体育施設（耐震診断　Is=0.76）　905㎡

平成26年度 平成27年度

5-6-1

基本計画における

位置づけ

耐震診断の結果、地震に弱い地区児童屋内体育施設の補強を行い地域住民及び社会体育の拠点としての安全と教育
環境の整備を図る。

平成28年度

事業内容

財
　
源
　
内
　
訳

玉穂地区児童屋内体育施設改
築外構工事、付帯工事、監理
神山地区児童屋内体育施設耐
震補強工事、付帯工事、監理

事　業　費

56,880

個別計画での位置づけ

指　　標

見直し改善の経過

※継続事業の場合に記入

2地区棟別（2棟）の耐震整備率（％）

H24年度末現状値

0
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●事業の種類と位置づけ

～

●事業の内容

●事業計画 （単位：千円）

国　補

防　衛

県　補

市　債

財　繰

負　担

小　山

寄　付

その他

一　般

(投資)

●業績測定指標

目標年度

Ｈ27

Ｈ27耐震補強工事実施棟数（件）

H24年度末現状値

16.9

212

御殿場市住宅・建築物耐震改修促進計画個別計画での位置づけ

246

指　　標

見直し改善の経過

5,255 5,255

※継続事業の場合に記入

わが家の専門家診断実施率（％）

事業内容

財
　
源
　
内
　
訳

木造住宅の無料診断、耐震補強工

事の助成、建築物の精密診断、ブ

ロック塀等の撤去・改善

事　業　費

市の要綱に定める耐震診断を行ったり、又は倒壊の危険性のあるブロック塀等を撤去したり、耐震診断の結果、評点が
1.0未満（やや危険、倒壊又は大破の危険あり）の木造住宅について、評点を1.0以上（一応安全）に補強する工事をする
者に一部助成を行う。

平成26年度 平成27年度

基本計画における

位置づけ

地震発生時における既存建築物の倒壊による災害を防止、市民の生命及び財産を保護する。

平成28年度

整理番号 25203-010

計

東海地震説が発表されて30数年経ち、今後30年以内に発生する確率が87％と発表された。また、富士山直下
に活断層が存在するという報道、あるいは、東北地方の東日本大震災等があり、住宅の耐震改修に対する関心
が高まっている。

平成20年より、木造住宅耐震補強助成事業に市単独上乗せ分10万を行い、事業の促進を促すこととした。平成27年度ま

でに耐震化率を90％までとする国の目標に近づけるため、御殿場市も目標達成のため見直しをした。耐震改修に対する

関心が高まっているが、広報紙、ダイレクトメールや個別訪問、危機管理室と連携した啓発活動等の実施によりＰＲを実

施している。

旧基準（昭和56年5月31日以前の建築基準法）で建築された木造住宅、建築物及び倒壊の危険性のあるブロック塀等

事業の背景・

住民の意向の反映

総　事　業　費 280,000

成　果

根拠法令・要綱等

政策名： 地震対策の推進

目　的

対　象

手　段

旧基準の木造住宅の耐震化を進め、市民の生命を守り、建築物の倒壊による災害被害の低減を図る。

政策名：

事 業 名

2-5-2

関連政策：

平成14年度 平成27年度

政策番号：

事業期間

所　　管

建築物等地震対策事業

都市建設部　建築住宅課

耐震改修促進法

44,00022,000 22,000

10,510

木造住宅の無料診断、耐震補強工

事の助成、建築物の精密診断、ブ

ロック塀等の撤去・改善

11,68311,683

0

25.0

0

5,062

0

23,366

0

0

0

0

5,062

目標値

最終目標

324

10,124

0

0

19.0

Ｈ25年度末見込値
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●事業の種類と位置づけ

～

●事業の内容

●事業計画 （単位：千円）

国　補

防　衛

県　補

市　債

財　繰

負　担

小　山

寄　付

その他

一　般

(投資)

●業績測定指標

目標年度

H30

目標値

最終目標

40,860

40,860

12,712

12,712

69.6

Ｈ25年度末見込値

13,620

13,620

0

0

3,240

900

0

0

280

0

72

0

320

14,528

14,528

1,1521,080 1,008

防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律

300

45,00015,000 16,000 14,000

0

二の岡排水路
トチ畑排水路
久保川排水路

事 業 名

2-5-3

関連政策：

昭和57年度

政策番号：

事業期間

所　　管

特定防衛施設河川改修事業（９条）

都市建設部　土木課

成　果

根拠法令・要綱等

政策名： 環境共生型の治山・治水と浸水被害の防止

目　的

対　象

手　段

災害防止対策、生活改善が期待される。

政策名：

整理番号 25301-010

トチ畑排水路
久保川排水路

計

演習場の使用に伴い生活環境、開発に及ぼす影響が考慮されこの公共施設整備に対して助成を受ける。

河川の氾濫による被害を受ける住民及び河川環境悪化の影響を受ける住民

事業の背景・

住民の意向の反映

演習場周辺生活環境整備事業の推進

総　事　業　費

排水路の整備を行う。

平成26年度 平成27年度

5-6-1

基本計画における

位置づけ

生活環境の向上を図る。

平成28年度

事業内容

財
　
源
　
内
　
訳

二の岡排水路
トチ畑排水路
久保川排水路

事　業　費

個別計画での位置づけ

指　　標

見直し改善の経過

※継続事業の場合に記入

河川整備率（％）

H24年度末現状値

69.5
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●事業の種類と位置づけ

～

●事業の内容

●事業計画 （単位：千円）

国　補

防　衛

県　補

市　債

財　繰

負　担

小　山

寄　付

その他

一　般

(投資)

●業績測定指標

目標年度

H30

H24年度末現状値

69.5

個別計画での位置づけ

指　　標

見直し改善の経過

※継続事業の場合に記入

河川整備率（％）

事業内容

財
　
源
　
内
　
訳

河川修繕
印野水路
矢倉川
馬伏川支川
久保川支川

事　業　費

普通河川の部分的な修繕及び全面的な河川改修整備を行う。

平成26年度 平成27年度

基本計画における

位置づけ

浸水被害・沿線侵食等災害防止を図る。

平成28年度

整理番号 25302-010

河川修繕
印野水路
矢倉川
馬伏川支川
久保川支川

計

大雨時の災害防止及び渇水時の生活雑排水等による悪臭対策としての要望が強い。

市民全般

事業の背景・

住民の意向の反映

総　事　業　費

成　果

根拠法令・要綱等

政策名： 環境共生型の治山・治水と浸水被害防止

目　的

対　象

手　段

災害防止対策、生活環境の改善が促進される。

政策名：

事 業 名

2-5-3

関連政策：

昭和61年度

政策番号：

事業期間

所　　管

河川改修事業（市単独事業分）

都市建設部　土木課

静岡県準用河川等改修費補助金交付要綱

20,600

239,00074,000 84,000 81,000

0

河川修繕
印野水路
矢倉川
馬伏川支川
久保川支川

39,60030,600 36,900

20,400

0

72.0

0

20,600

23,800

23,800

0

0

107,100

61,600

0

0

22,800

22,800

目標値

最終目標

70,300

70,300

23,700

23,700

69.6

Ｈ25年度末見込値
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●事業の種類と位置づけ

～

●事業の内容

●事業計画 （単位：千円）

国　補

防　衛

県　補

市　債

財　繰

負　担

小　山

寄　付

その他

一　般

(投資)

●業績測定指標

目標年度

H27

目標値

最終目標

36,837

36,837

11,907

11,907

1

Ｈ25年度末見込値

13,023

13,023

21,831

0

46,500

16,632

0

0

8,316

4,200

2

0

8,316

11,907

11,907

7,277

14,500

7,277

17,500 14,500

消防組織法第1条

126,00042,000 42,000 42,000

0

消防ポンプ自動車の更新
・第6分団第2部（古沢）防衛9条

・第2分団第3部（大坂）防衛8条

事 業 名

2-5-4

関連政策：

政策番号：

事業期間

所　　管

消防団車両整備事業

消防本部　警防課

成　果

根拠法令・要綱等

政策名： 消防・救急体制の充実

目　的

対　象

手　段

地域防災力の向上と、消防団員士気の高揚と組織の団結力の強化及び活性化を図る。

政策名：

整理番号 25403-020

消防ポンプ自動車の更新
・第1分団第6部（仁杉）防衛9条

・第4分団第3部（滝ヶ原）防衛8条

計

防災拠点に消防ポンプ自動車を更新配置し、円滑な消防活動により、被害を最小限に阻止し、地域住民の生
命、財産を保護する。

平成22年度の緊急事業仕分けにより、車両使用期間を17年間として、車両の更新をする。

地域住民（御殿場市全域）

事業の背景・

住民の意向の反映

総　事　業　費

地域の防災拠点に在る消防ポンプ自動車を更新し、消防力の充実強化を図る。

平成26年度 平成27年度

基本計画における

位置づけ

消防団が各種の災害から市民の生命、身体、財産を守り、安全安心の保持を目的に、機能低下、老朽化した消防ポンプ
自動車を更新し、消防力の充実、強化を図る。

平成28年度

事業内容

財
　
源
　
内
　
訳

消防ポンプ自動車の更新
・第4分団第2部（ぐみ沢）防衛9条

・第1分団第1部（御殿場）防衛8条

事　業　費

7,277

4,200

消防団車両整備計画個別計画での位置づけ

指　　標

見直し改善の経過

※継続事業の場合に記入

年間更新台数（台）

H24年度末現状値

0
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●事業の種類と位置づけ

～

●事業の内容

●事業計画 （単位：千円）

国　補

防　衛

県　補

市　債

財　繰

負　担

小　山

寄　付

その他

一　般

(投資)

●業績測定指標

目標年度

H28

H24年度末現状値

個別計画での位置づけ

指　　標

見直し改善の経過

※継続事業の場合に記入

デジタル無線受令機（基）

事業内容

財
　
源
　
内
　
訳

事　業　費

消防団全車両に、情報収集及び受令の為にデジタル無線受令機を整備する。

平成26年度 平成27年度

基本計画における

位置づけ

消防団活動における情報伝達の充実

平成28年度

整理番号 25403-030

消防団車両消防救急デジタル無
線受令機整備事業（27基）

計

現在、消防団車両は、消防本部が使用している150MHｚ帯の消防波を傍受し、災害に対応しています。しかし、
この周波数帯の使用期限が平成28年5月31日と制定されました。このことにより消防団が災害情報の入手をす
ることがが困難になり、活動に支障がでます。したがって、消防本部が運用する260MHｚ帯のデシタル無線受令
機の整備が必要となります。

御殿場市消防団員

事業の背景・

住民の意向の反映

総　事　業　費 8,000

成　果

根拠法令・要綱等

政策名： 消防・救急体制の充実

目　的

対　象

手　段

災害活動において、情報収集等をリアルタイムに行うことができる。

政策名：

事 業 名

2-5-4

関連政策：

平成28年度 平成28年度

政策番号：

事業期間

所　　管

消防団車両消防救急デジタル無線受令機整備事業

消防本部　警防課

消防組織法第1条

8,0008,000

0

2,700

0

27

0

0

0

2,700

0

0

0

0

0

目標値

最終目標

5,300

5,300

5,300

5,300

Ｈ25年度末見込値

 



103 

 

●事業の種類と位置づけ

～

●事業の内容

●事業計画 （単位：千円）

国　補

防　衛

県　補

市　債

財　繰

負　担

小　山

寄　付

その他

一　般

(投資)

●業績測定指標

目標年度

H27

H26イベント参加者数（人）

H24年度末現状値

97

350

個別計画での位置づけ

指　　標

見直し改善の経過

※継続事業の場合に記入

条例定数に対する充足率（％）

事業内容

財
　
源
　
内
　
訳

消防団活性化対策事業

事　業　費

消防団活動の重要性に対する家族の御理解ご協力を深めるため、「防火のつどい」の開催をする。また、更なる活性化に
向け、課題や方策について具体的に検討を継続する。

平成26年度 平成27年度

基本計画における

位置づけ

消防団の活性化のために、活動の充実化、魅力ある活動の推進を図る。

平成28年度

整理番号 25403-050

消防団活性化対策事業
「第15回防火・交通のつどい」

計

魅力ある消防団、入団促進できる環境、体制つくりにより団員の確保を図り、よって住民の付託に応える。

団員確保の課題を調査検討し、解決の為の方策を策定し、それに基づき実施する。

地域住民（御殿場市内全域）

事業の背景・

住民の意向の反映

総　事　業　費

成　果

根拠法令・要綱等

政策名： 消防・救急体制の充実

目　的

対　象

手　段

消防団員の確保対策等により活性化を図り、地域住民の安全安心確保を図る。

政策名：

事 業 名

2-5-4

関連政策：

平成20年度

政策番号：

事業期間

所　　管

消防団活性化事業

消防本部　警防課

消防組織法第1条

6,0003,000 0 3,000

0

消防団活性化対策事業
「第14回防火・交通のつどい」

0

100

0

0

0

0

0

0

0

0

3,000

目標値

最終目標

1,100

6,000

0

3,000
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